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月
に
策
定
さ
れ
た

１０倶
知
安
町
定
員
適
正

化
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。

①
外
部
団
体
へ
の
派
遣
職
員

の
人
数
が
不
足
し
て
な
い
か
。

②
育
児
や
介
護
休
暇
、
時
間

外
勤
務
の
抑
制
な
ど
、
職
員

の
労
働
環
境
や
福
祉
の
増
進

な
ど
が
加
味
さ
れ
た
計
画
に

な
っ
て
い
る
か
。

③
職
員
の
基
準
人
員
を
超
え

な
い
よ
う
に
配
置
す
る
た
め

に
、
補
助
職
員
を
配
置
し
て

は
い
な
い
か
。

④
退
職
者
の
減
員
分
を
新
規

採
用
で
カ
バ
ー
す
る
計
画
だ

が
、
人
数
の
補
充
は
で
き
て

も
能
力
は
補
え
な
い
。
専
門

職
・
技
術
職
は
計
画
的
な
採

用
や
育
成
計
画
を
立
て
て
取

り
組
む
と
し
て
い
る
が
、
計

画
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
。

①
広
域
連
合
な
ど
の

４
名
の
派
遣
は
、
織

り
込
み
済
み
で
不
足
は
な
い
。

　

経
産
省
な
ど
の
新
た
な
２

名
の
派
遣
は
、
一
時
期
減
員

と
な
る
が
復
帰
時
に
は
大
き

な
機
動
力
と
な
る
。

②
加
味
し
た
計
画
に
は
な
っ

て
い
な
い
が
、
育
児
や
介
護

休
暇
な
ど
を
必
要
と
す
る
職

員
が
い
た
場
合
、
臨
時
職
員

を
配
置
し
て
対
応
す
る
。

③
各
課
の
事
務
事
業
の
執
行

に
必
要
と
な
る
補
助
職
員
は
、

予
算
段
階
に
必
要
度
を
判
断

し
て
配
置
し
て
い
る
。
非
正

規
職
員
は
、
正
規
職
員
と
同

様
な
業
務
に
就
い
て
も
、
正

規
職
員
の
補
助
業
務
で
、
責

任
度
が
違
う
。
採
用
試
験
も

違
う
の
で
、
非
常
勤
職
員
か

ら
正
規
職
員
へ
の
任
用
替
え

は
、
新
規
採
用
試
験
の
受
験

で
可
能
に
な
る
。

④
採
用
当
初
か
ら
計
画
的
な

人
材
育
成
、
研
修
制
度
の
充

実
が
必
要
と
考
え
て
い
る
が
、

適
正
化
計
画
に
特
に
反
映
し

て
い
な
い
。
効
果
的
な
職
員

研
修
、
再
任
用
制
度
の
活
用

な
ど
を
継
続
し
て
効
率
的
な

行
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
。

定
員
適
正
化
計
画
は

１
６
８
名
、
職
員
定

数
条
例
の
１
８
３
名
以
内
で

あ
れ
ば
問
題
な
い
の
で
は
な

い
か
。
職
員
が
増
え
る
こ
と

で
人
件
費
増
以
外
の
デ
メ

リ
ッ
ト
は
何
か
。
例
え
ば
、

地
方
交
付
税
に
影
響
が
あ
る

か
。

　

非
正
規
職
員
の
多
用
は
、

公
務
員
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

を
作
る
の
で
は
な
い
か
。

　

専
門
職
は
、
早
め
の
採
用

で
キ
ャ
リ
ア
の
継
承
を
図
れ

な
い
か
。様

々
な
事
務
事
業
が

増
え
て
い
る
中
で
１

６
８
名
と
し
た
。
今
後
、
新

た
な
業
務
が
増
え
、
増
員
の

必
要
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。

計
画
の
変
更
な
ど
適
正
に
対

処
す
る
。

来
年
度
、
行
革
大
綱
を
作
る

中
で
も
精
査
し
た
い
。

　

非
正
規
職
員
に
つ
い
て
、

賃
金
の
改
善
、
処
遇
な
ど
も
、

あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
る
。

　

専
門
職
に
つ
い
て
、
早
期

の
採
用
や
キ
ャ
リ
ア
人
材
の

採
用
な
ど
年
次
計
画
的
に
状

況
を
見
な
が
ら
早
め
の
ス
タ

ン
ス
で
取
り
組
み
た
い
。

地
方
交
付
税
の
影
響
。

　

年
度
の
算
定
を
基

２８

に
、
例
え
ば　

名
増
え
た
場

１０

合
、　

万
８
千
円
減
少
す
る
。

６４

「
雪
に
親
し
む
」
た

め
の
雪
対
策
は

　

年
度
の
実
施
計
画

２７の
検
証
・
評
価
報
告

書
で
、
敷
地
内
雪
対
策
支
援

事
業
と
雪
対
策
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
推
進
事
業
の
自
己
評

価
が
「
Ｃ
（
未
達
成
）
」
で

あ
る
。
雪
対
策
基
本
計
画
に

取
り
組
み
を
謳
っ
て
い
る
が
、

今
後
の
対
応
や
推
進
を
伺
う
。

敷
地
内
雪
対
策
支
援

事
業
。
道
路
へ
の
雪

出
し
を
防
止
し
、
道
路
幅
員

の
確
保
た
め
、
町
広
報
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
除
雪

の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
の
遵
守

を
周
知
し
、
悪
質
な
も
の
は
、

関
係
機
関
を
通
じ
、
注
意
、

指
導
な
ど
対
応
し
て
い
く
。

　

雪
対
策
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
推
進
事
業
は
、
現
時
点
で

も
有
効
策
を
見
出
せ
て
い
な

い
。
除
雪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組

織
に
保
険
料
補
助
等
の
支
援

を
行
っ
て
い
る
程
度
。

　

雪
対
策
委
員
会
で
も
間
口

除
雪
、
高
齢
者
対
策
や
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
手
法
が
課

題
に
な
っ
て
い
る
。
町
内
会

や
民
間
事
業
者
の
協
力
を
得

る
な
ど
積
極
的
に
検
討
し
、

制
度
設
計
を
し
っ
か
り
行
い

取
り
組
ん
で
い
く
。

カ
ジ
ノ
ー
R
推
進
法

を
ど
う
考
え
る

カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合

リ
ゾ
ー
ト
施
設
整
備

推
進
法
案
（
Ｉ
Ｒ
推
進
法
）

が
衆
議
院
で
可
決
し
、
国
会

で
成
立
の
見
通
し
で
あ
る
。

留
寿
都
村
が
、
カ
ジ
ノ
誘
致

に
動
い
て
い
る
。
カ
ジ
ノ
が

で
き
る
と
ニ
セ
コ
エ
リ
ア
の

観
光
に
も
多
大
な
影
響
が
あ

る
と
思
う
が
、
所
見
を
伺
う
。

法
案
が
成
立
し
た
場

合
、
各
法
案
の
審
議

の
動
き
を
注
視
し
て
い
く
。

ニ
セ
コ
観
光
圏
に
も
Ｉ
Ｒ
に

よ
る
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ

る
と
思
う
。
カ
ジ
ノ
に
つ
い

て
、
慎
重
に
検
討
し
た
い
。

榊　　政信　議員　…　３ 件 の 一 般 質 問

職員の定員適正化計画は、適正ですか
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